
阿賀野市告示第１２３号 

 阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年４月２３日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程の一部を改正する規程 

 阿賀野市建設工事入札等参加資格審査規程（平成２１年阿賀野市告示第１２号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「入札等に参加する資格（以下「参加資格」という。）」を「参加資格」

に改め、｢審査を受けようとする者｣の次に｢（以下「申請者」という。）｣を加え、「第１

号様式による建設工事入札参加資格審査」を「別に定める」に、「添付書類」を「書類」

に改め、「「申請書類」という。）を」の次に「市長に」を加え、同項第１号を次のよう

に改める。 

 (１) 別に定める様式による営業所（主たる営業所を除く）一覧表 

 第３条第１項第２号中「技術職員数」を「別に定める様式による技術職員数」に改め、

「第３号様式。」を削り、同項第６号中「暴力団」を「別に定める様式による暴力団」

に改め、「（第４号様式）」を削り、同条第２項を削る。 

 第８条第２項中「建設工事入札参加資格承継申請書（第５号様式）に次に掲げる書類

を添付して申請」を「別に定める申請書及び次に掲げる書類を市長に提出」に改め、同

項第４号及び第５号を次のように改める。 

 (４) 別に定める様式による技術職員数等に関する書類 

 (５) 法人の登記事項証明書（法人の場合） 

 第８条第２項に次の６号を加える。 

 (６) 住民票(個人の場合) 

 (７) 総合評定値通知書の写し（申請者が当該営業若しくは事業の譲渡、合併若しく

は分割又は相続のあつたときに経営事項審査を受けることを要しない者である場

合を除く。）  

 (８) 阿賀野市の市税の納税証明書（本市に主たる営業所（法第３条に規定する営業

をいう。以下同じ。）を有しない者にあっては、法人税又は所得税の納税証明書を

添付すること。） 

 (９) 消費税及び地方消費税の納税証明書 

 (１０) 別に定める様式による暴力団等の排除に関する誓約書 

 (１１) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類 

 第８条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

7.5.7 



 第９条中「変更届出書（第６号様式）を」を「別に定める届出書を市長に」に改める。 

 第１０条中「廃業届出書（第７号様式）を」を「別に定める届出書を市長に」に改め

る。 

 第１６条第１項中「経常共同企業体入札参加資格審査申請書（第８号様式）又は特定

共同企業体入札参加資格審査申請書（第９号様式）」を「別に定める申請書」に、「申請

し」を「市長に提出し」に改め、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加え

る。 

  この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は市

長が指定する日までとする。 

 第１６条第１項第１号を次のように改める。 

 (１) 別に定める様式による構成員一覧表 

 第１６条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

 別記第２項第７号中「有無」の次に「又は、阿賀野市と災害時の応援業務に関する協

定の締結の有無」を加え、同項第９号中「定期申請年の３月３１日の属する年度の前々

年度から阿賀野市内」を「阿賀野市内」に改め、「（採用時３５歳未満）」を削る。 

 第１号様式から第１１号様式までを削る。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月２３日から施行し、改正後の阿賀野市建設工事入札等参加

資格審査規程の規定は、令和７年１月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 


